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時 間 １日～１０日 １１日～２０日 ２１日～２９日
9：00 大山西小 宿泊体験塾 第 8回 大山学講座 仮装して滑走大会&ホワイトウォーク

10：00

11：00 名和公民館ｻｰｸﾙ発表会

12：00 八重の年越し風景

13：00

14：00 成人式 大山西小 宿泊体験塾 第 8回 大山学講座

15：00 名和神社しめ縄奉納、空手初稽古、百人一首

16：00 テメキュラ交流会

17：00

18：00

19：00 大山西小 宿泊体験塾 第 8回 大山学講座 仮装して滑走大会&ホワイトウォーク

20：00

21：00 名和公民館ｻｰｸﾙ発表会

22：00 八重の年越し風景

0：00 成人式 大山西小 宿泊体験塾 第 8回 大山学講座

1：00 名和神社しめ縄奉納、空手初稽古、百人一首

2：00 テメキュラ交流会

　前の週から放送している

番組は、新しい番組が準備

出来次第、差し替える予定

です。また、業務の都合に

より予定どおり放送できな

いこともありますので、ご

了承ください。放送予定が

無い時間帯については、文

字情報で行政情報などを提

供しています。

３チャンネル番組表
大山町

１日～２９日分

■問い合わせ先

企画情報課情報管理室

　☎ 0859-54-5202

２月

住宅の耐震診断・耐震改修を応援します
　地震列島のわが国では、いつどこで地震が起きてもおかしくありません。地震による人的被害で

最も多いものは、建物の倒壊が原因によるものです。

　町では、震災に強いまちづくりを目的に、古い基準で建築された住宅の「耐震診断・改修設計・

耐震改修」にかかる費用の一部を補助し、耐震化を促進する制度を実施しています。

　建物の耐震性の確保は、そこに居住する人や使用する人の生命・財産を守るために大切なことで

あり、地震被害の防止につながります。この事業を活用し住宅の耐震化を進めましょう。

　対象となる建物の要件、補助率及び限度額は次のとおりです。

事業の概要
「耐震診断」とは

  住宅が地震に対し安全かど

うか、どの程度被害を受けに

くいかなど、建物の地震に対

する強さを調べるものです。

「改修設計・耐震改修」とは

　耐震診断によって、地震

に対する強さが不足している

と判断された住宅を対象とし

て、補強設計や耐震改修を行

うものです。

（大山町震災に強いまちづくり促進事業）　

１対象建物　　昭和５６年５月３１日以前に建築された一戸建て住宅

２補助率　　　費用の２／３を補助します

３補助限度額　①耐震診断　４万円　②改修設計　１３．３万円

　　　　　　　③耐震改修　１００万円

　　　　　　　　※あわせて国が定めた面積による限度額があります

４補助要件　　耐震改修事業の実施には、住宅の設置位置や既成市街地の

　　　　　　区域内にあることなどの要件を満たす必要があります。

●事業の問い合わせ先　　総務課　　☎ 0859 － 54 － 5201

耐震改修優遇税制

耐震改修にかかる税制の優遇措置があります。

詳しくは、税務課にお問い合わせください。☎ 0859 － 54 － 5208


